
 

歌詞と楽譜の変更の可否確認 

１ 確認結果 

 

２ 確認結果まとめ 

１）志津こども園 

歌詞：「幼稚園」から「こども園」への変更可 

   ※修正が軽微なので、作詞者の名前を残してほしいと希望がありました。 

楽譜：一部修正であれば変更可 

 

２）山田こども園 

歌詞：「楽しい」から「山田」および「幼稚園」から「こども園」への変更可 

楽譜：変更不可 

   ※楽譜（音符）が変われば同じ曲とは言えないので、変更しないでほしいと希望がありました。 

 

  
本人から見た続柄 

(本人がお亡くなりの場合) 
園歌の変更について 

志

津 

作詞者 子 

・こども園化に伴い「幼稚園」から「こども園」へ歌詞が変更

されることについて、子が了承 

・歌詞の修正が微修正程度であれば、父の名前を作詞者として

残してもらいたい。 

作曲者① ― 

・こども園化に伴い「幼稚園」から「こども園」へ歌詞が変更

されることにより、楽譜も一部修正される可能性があること

について、本人が了承 

作曲者② ― 

・こども園化に伴い「幼稚園」から「こども園」へ歌詞が変更

されることにより、楽譜も一部修正される可能性があること

について、本人が了承 

山

田 

作詞者 
子 

子の妻 

・こども園化に伴い「幼稚園」から「こども園」へ歌詞が変更

されることについて、子の妻を通じて子に確認し、了承 

・委員から意見のあった「楽しい」を「山田」に変更すること

について、子の妻を通じて子に確認し、了承 

作曲者 ― 

・楽譜の変更について、本人から了承はいただけず 

・楽譜（音符）が変われば、それは同じ曲とは言えないので、

楽譜は変えないでほしい。 

資料１－２ 


